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磁
気

探
査

業
務

に
お

け
る

管
理

技
術

者
の

資
格

要
件

 
2
0
1
6
年

11
月

1
日

以
降

～
 

2
0
2
1
年

3
月

3
1
日

迄
適

用
 

次
の

い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
す
る
。
 

①
技
術
士
【
総
合
技
術
監
理
部
門
（
建
設
又
は
応
用
理
学
）
】
の
資
格

を
有
し
、
技
術
士
法
に
よ
る
登
録
を
行
っ
て
い
る
技
術

者
か
つ
磁
気
探
査
の
経
験
を
有
す
る
技
術
者

②
技
術
士
【
建
設
部
門
又
は
応
用
理
学
部
門
】
で
平
成

1
2
年
度
以
前
に
試
験
に
合
格
し
、
技
術
士
法
に
よ
る
登
録
を
行
っ
て

い
る
技
術
者
か
つ
磁
気
探
査
の
経
験
を
有
す
る
技
術
者

③
技
術
士
【
建
設
部
門
又
は
応
用
理
学
部
門
】
で
平
成

1
3
年
度
以
降
に
試
験
に
合
格
し
、
技
術
士
法
に
よ
る
登
録
を
行
っ
て

い
る

場
合

に
は

、
７

年
以

上
の

実
務

経
験

を
有

し
、

か
つ

本
業

務
に

該
当

す
る

部
門

（
技

術
士

制
度

に
お

け
る

技
術

部
門

で
建
設
部
門
又
は
応
用
理
学
部
門
）
に
４
年
以
上
従
事
し
て
い
る
技
術
者
か
つ
磁
気
探
査
の
経
験
を
有
す
る
技
術
者

④
港
湾
海
洋
調
査
士
【
危
険
物
探
査
部
門
】
の
資
格
を
有
す
る
技
術
者

⑤
Ｒ
Ｃ
Ｃ
Ｍ
【
地
質
部
門
又
は
土
質
及
び
基
礎
部
門
】
の
資
格
を
有
す
る
技
術
者
か
つ
磁
気
探
査
の
経
験
を
有
す
る
技
術
者

⑥
一
般
社
団
法
人
沖
縄
県
磁
気
探
査
協
会
が
認
定
す
る
磁
気
探
査
技
士
の
資
格
を
有
す
る
技
術
者

⑦
地
質
調
査
技
士
の
資
格
ま
た
は
測
量
士
（
補
）
の
資
格
を
有
す
る
技
術
者
、
か
つ
磁
気
探
査
の
経
験
を
有
す
る
技
術
者
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3
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技
術
士
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っ
て

い
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本
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士
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経
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R
2

2
月

中
旬

　
合

格
通

知
　

R
3
年

度
試

験
日

程
（

案
）

3
月

中
旬

　
認

定
証

送
付

　
6
月

　
試

験

　
9
月

　
合

格
発

表

　
1
0
月

 
認

定
証

送
付

追
加

受
付

（
新

規
登

録
・

業
種

追
加

）

通 常 資 格 審 査

磁
気
探
査
業
務
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
の
緩
和
措
置
に
つ
い
て
　

R
3

R
4

R
5

測
量

及
び

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
等

入
札

参
加

資
格

審
査

定
期

受
付

※
通
常
、
技
術
者
の
修
正
は

行
わ

な
い

R
2.

12
月

申
請

期
限

※
R2
.1
2.
1時

点

在
籍
の
技
術
者

を
登
録

R3
･4
年
度

入
札
参
加

資
格

者
名

簿

名
簿

作
成

緩
和
措
置
①

R
2年

度
の
磁
気
探
査
技
士

試
験

合
格
者
の
追
加
登
録

緩
和
措
置
②

磁
気
探
査
技
士
等
の

追
加
登
録

名
簿
の

修
正

4
月

3月
R
4.

12
月

申
請

期
限

※
R4
.1
2.
1時

点

在
籍
の
技
術
者

を
登
録

R
5･

6年
度

入
札

参
加

資
格
者
名

簿

名
簿
作
成

4
月

R
3.

6月

追
加
申
請業 者 ・ 業 種 の 追 加

4
月

R
3.

12
月

追
加
申
請業 者 ・ 業 種 の 追 加

磁 気 探 査 技 士 等 の 追 加

名
簿

の

修
正

9
月
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